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地域包括ケアから地域共生社会へ： 
東京における地域福祉推進に向けた議論の手がかりとしての話題提供 
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「地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関する検討会（地域力強化検討会）」の最終とりまとめ（概要、2017） 
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000176885.html 



 
○住民の主体的な支え合いを育み、暮らしに安心感と生きがいを生み出す 
○地域の資源を活かし、暮らしと地域社会に豊かさを生み出す 

 
○個人や世帯の抱える複合的課題などへの包括的な支援    
○人口減少に対応する、分野をまたがる総合的サービス提供の支援 

◆制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が 『我が事』として参画し、 
人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会 

「地域共生社会」の実現に向けて（当面の改革工程）【概要】 

「地域共生社会」とは 

   
平成29（2017）年：介護保険法・社会福祉法等の改正 
 市町村による包括的支援体制の制度化 
 共生型サービスの創設  など 

平成30（2018）年：  
 介護・障害報酬改定：共生型サービスの評価 など 
 生活困窮者自立支援制度の強化 

2020年代初頭： 
全面展開  

【検討課題】 
①地域課題の解決力強化のための体制の全国的な整備のための支援方策（制度のあり方を含む） 
②保健福祉行政横断的な包括的支援のあり方         ③共通基礎課程の創設     等 

平成31（2019）年以降
： 
 更なる制度見直し  

平成29年2月7日 厚生労働省 「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部決定 
  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000150538.html 

実現に向けた工程 

改革の骨格 

 
 
 
 
 
 
 
 
専門人材の機能強化・最大活用 

 
 
 
 
 

地域を基盤とする包括的支援の強化 
地域包括ケアの理念の普遍化：高齢者だけでなく、 
     生活上の困難を抱える方への包括的支援体制の構築 
共生型サービスの創設 【29年制度改正・30年報酬改定】 
市町村の地域保健の推進機能の強化、保健福祉横断的な 
             包括的支援のあり方の検討 

 
 
 
 

 住民相互の支え合い機能を強化、公的支援と協働して、地域 
課題の解決を試みる体制を整備【29年制度改正】 

 複合課題に対応する包括的相談支援体制の構築【29年制度改正】 
 地域福祉計画の充実【29年制度改正】 

地域課題の解決力の強化 

地域丸ごとのつながりの強化 

対人支援を行う専門資格に共通の基礎課程創設の検討 
福祉系国家資格を持つ場合の保育士養成課程・試験科目の 
 一部免除の検討 

「地域共生社会」の実現 

改革の背景と方向性 

公的支援の『縦割り』から『丸ごと』への転換 『我が事』・『丸ごと』の地域づくりを育む仕組みへの転換 

 多様な担い手の育成・参画、 
民間資金活用の推進、多様な就労・社会参加の場の整備 

 社会保障の枠を超え、地域資源（耕作放棄地、環境保全など）と 
丸ごとつながることで地域に「循環」を生み出す、先進的取組を支援 
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「地域づくりに資する事業の一体的な実施について」 

１ 地域づくりに資する事業の一体的実施について 
○ 市区町村は、地域づくりに資する事業について、事業の効果、効率性や対象者の生

活の質を高めるために、複数の事業を連携して一体的に実施できる。 
 介護保険制度の地域支援事業 
 障害者総合支援制度の地域生活支援事業 
 子ども・子育て支援制度の地域子育て支援拠点事業 
 健康増進事業 
 その他の国庫補助事業 
 市区町村の単独事業 

 
２ 費用の計上について 
○ 市区町村が地域づくりに資する事業のうち、複数のものを連携して一体的に実施す

る場合は、その実施に要する総費用を事業間で合理的な方法により按分できる。 

○ その方法は、国が例示するもののほか、市区町村の実情に応じて設定できる。 
4 

（平成29年3月31日 健康局健康課長、雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局地域福祉課長、障
害保健福祉部企画課長、老健局振興課長 連名通知） 



「社会福祉施設 等の職員が行う 地域活動 の推進 について」 

○ 各社会福祉施設の職員が取り組む地域活動のうち、 その利用者を参加させる目的を

もって行われるものは、 利用者の自立等に資するものであり、利用者に提供している福

祉サービスの一環として行うことができる。 

 
○ こ の場合、地域活動を行っている時間については、当該福祉サービスの提供に従事 
 する時間として取り扱う。 
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（平成29年3月31日 雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局保護課長、障害保健福祉部企画課長・ 
 障害福祉課長、老健局総務課認知症施策推進室長・高齢者支援課長・振興課長 連名通知） 



地域の実践例：おおた高齢者見守りネットワーク（愛称：みま～も！） 

地域包括支援センターが、住民や商店街など地域を巻き込み発足。 

「いくつになっても安心して暮らし続けるまちづくり！」を合い言葉に、地
域の医療・保健・福祉の専門職（事業所）、民間企業が「協賛金」を出し
合い活動。 

商店街の空き店舗を改修した「ステーション」で、日常的に住民と専門
職がつながり、住民が参加者としてではなく「やりたい事を実現」できる
「場」を提供。 

ケアマネ
ジャー 

施設職員 福祉用具相談員 

住民と専門職が元気な頃から 
日常的につながる仕組み！ 

元気な母さんたち 

元気かあさんのミマモリ食堂 
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地域の実践例：ＤＡＹＳ ＢＬＧ！ ＮＰＯ町田市つながりの開 

「利用者から生活者へ」というコンセプトの下で、介護保険のデイサービ
スが、社会とのつながり、地域での役割、一般大手企業との提携といっ
た「ハブ機能」を果たす。 
認知症の当事者が、デイサービスの日中活動において、地域の大手自
動車会社のディーラーでの洗車や、地域の広報誌の折り込みなど、日々
就労を通じた活動を行っている。 
駄菓子屋に地域の子どもが立ち寄るなど、多世代交流の場ともなる。 

https://www.facebook.com/DAYSBLG/photos/a.173390276122501.35458.111202229007973/215335971927931/?type=3
https://www.facebook.com/DAYSBLG/photos/a.118637791597750.13975.111202229007973/894966637298191/?type=3
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地域の実践例：暮らしづくりネットワーク北芝 

旧被差別地域において、伝統的な運動論を見直し、自己完結型から「まちづくり発信型」 
へと転換。住民のつぶやきを拾い具体化する「ボトムアップ」のアプローチ、 
「つながり」づくりにより展開。 
高齢者支援（見守り、生活支援）、若者支援（居住支援、地域資源を活かした就労支援、当
事者活動支援）、生活困窮者支援などを実施。 
多世代のつながりの場を生み出すことにより、地域づくりを展開し、埋もれた課題・ニーズを
掘り起こし。高齢者向けの地域内共済や、子ども・若者を対象とした地域通貨などの仕掛け
を導入。 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                              
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     

2016.3.31更新 

無償ボラ 有償ボラ 緊急雇用 アルバイト 
パートタイム フル勤務 

  

就労訓練(中間的就労)プログラム分布図 

新しい 
プログラム 

各
地
域
内 

地域内に 
もともと 
あった 
活動 

事
業
所 

雇用ﾅｼ・
仕事委託
ORボラ提
供ｱﾘ 

雇用ｱﾘ・ 
やりとりｱﾘ 

雇用ｱﾘ・やりとりﾅｼ＝いわゆる一般就労枠 
 

店員体験 
(市内企業) 

★軽作業 
(市内事業所・
企業)（45） 

市内クリー 
ニング店 

★行政関係 
事務（18） 

★テープ起こし
作業(2) 

技能系 
作業 

★子ども向けｲﾍﾞﾝﾄ 
関わり補助(1) 

★古本作業（5） 

★チラシ配り（10） 

朝市 
運営補助(2) 

機関紙 
郵送作業 

植木剪定 

★料理活動（15） 

★ドリンク製造（8） 

★図書館作業（1） 

スーパーマーケッ
ト見学 

B事業所 

★イベント 
運営補助(4) 

駄菓子屋 
店員体験 

★カフェ出店体
験(3) 

 ★イベント 
運営補助（3） 

★封入作業 
(市内事業所)(6) 

PC入力 
(市内企業) 

行政関係 
軽作業(2) 

SBセンター 
ワークキャンプ 

A事業所 

行政関係 
技術系作業(2) 

清掃系 
(近隣企業)（2） 

★イベント出店（4） 

★社団法人 
オシテルヤ（3） 

※★印は2015年4月～2016年3月末までに実施したプログラム。（ ）内は参加のべ人数。★印なしは2011年4月～2015年3月に実施したプログラム。 

★駐輪場作業(1) 

★雑貨制作・ 
販売(19) 

★公園除草(1) 

★事務作業補助（2） 

＜地域内＞ 
・地域内NPO 
・らいとぴあ２１ 
・カフェ 
・地域内祭り 
など 

★社福法人 清掃（5） 

★ポスティング 
診療所（30） 

★パン屋行商
体験(20) 

★医療機器 
加工作業（25） 

★イベントブログ 
発信 (1) 

★雑貨制作・ 
販売(19) 

★公共施設 
受付事務（1） 

★近隣アパレル 
企業見学（2） 

★遺品整理（20） 

★イベント出店 
試食・宣伝（4） 

★社福法人  
雑務サポート（1） 

★公園整備（1） 

★教育事業スタ
ッフ（1） 



地域共生社会の実現 
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○住民の主体的な支え合いを育み、暮らしに安心感と生きがいを生み出す

○地域の資源を活かし、暮らしと地域社会に豊かさを生み出す

○個人や世帯の抱える複合的課題などへの包括的な支援

○人口減少に対応する、分野をまたがる総合的サービス提供の支援

◆制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が 『我が事』として参画し、
人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会

「地域共生社会」の実現に向けて（当面の改革工程）【概要】
「地域共生社会」とは

平成29（2017）年：介護保険法・社会福祉法等の改正
 市町村による包括的支援体制の制度化

 共生型サービスの創設 など

平成30（2018）年：
 介護・障害報酬改定：共生型サービスの評価など

 生活困窮者自立支援制度の強化
2020年代初頭：
全面展開

【検討課題】
①地域課題の解決力強化のための体制の全国的な整備のための支援方策（制度のあり方を含む）

②保健福祉行政横断的な包括的支援のあり方 ③共通基礎課程の創設 等

平成31（2019）年以降：
更なる制度見直し

実現に向けた工程

改革の骨格

専門人材の機能強化・最大活用

地域を基盤とする包括的支援の強化

地域包括ケアの理念の普遍化：高齢者だけでなく、
生活上の困難を抱える方への包括的支援体制の構築

共生型サービスの創設 【29年制度改正・30年報酬改定】

市町村の地域保健の推進機能の強化、保健福祉横断的な
包括的支援のあり方の検討

 住民相互の支え合い機能を強化、公的支援と協働して、地域
課題の解決を試みる体制を整備【29年制度改正】

 複合課題に対応する包括的相談支援体制の構築【29年制度改正】

 地域福祉計画の充実【29年制度改正】

地域課題の解決力の強化

地域丸ごとのつながりの強化

対人支援を行う専門資格に共通の基礎課程創設の検討

福祉系国家資格を持つ場合の保育士養成課程・試験科目の

一部免除の検討

「地域共生社会」の実現

改革の背景と方向性

公的支援の『縦割り』から『丸ごと』への転換 『我が事』・『丸ごと』の地域づくりを育む仕組みへの転換

 多様な担い手の育成・参画、
民間資金活用の推進、多様な就労・社会参加の場の整備

 社会保障の枠を超え、地域資源（耕作放棄地、環境保全など）と
丸ごとつながることで地域に「循環」を生み出す、先進的取組を支援

出所）厚生労働省「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部資料 

「我が事・丸ごと」 地域共生社会実現本部 
 2016年7月に立ち上げられた「我が事・丸ごと」地域共生社

会実現本部は、「地域共生社会の実現」を目標に設定。 
 その中で、分野・対象者別に進められてきた縦割りの仕組み

を見直し、地域のすべての関係者が「我が事」として、生活

課題に「丸ごと」対応できる社会を今後目指すべきイメージと
して提示。 

地域共生社会の実現 

地域包括ケアシステムとの関係性 
 住民活動は対象者や分野を区切った活動でないという意味で、地域づくりは

、地域共生社会を実現のための取組そのもの。 
  「地域共生社会」は、社会全体で実現させるイメージやビジョンを示すもの

で、「地域包括ケアシステム」は「地域共生社会」実現のための「システム」
「仕組み」。 

 高齢者ケア分野で培ってきた地域包括ケアシステムの考え方や実践は汎用
性が高く、その深化と進化は、地域共生社会へ向かう上で不可欠。 

＜地域包括ケア研究会報告書＞－2040年に向けた挑戦－【概要版】 http://www.murc.jp/sp/1509/houkatsu/houkatsu_01.html 
 地域包括ケアシステム構築に向けた制度及びサ－ビスのあり方に関する研究事業  平成28年度厚生労働省老人保健健康増進等事業、2017 



人的・財政的制約 

 2040年に向けた課題の増大に、人的・財政的制約の中で
の取組が必要。 

ニーズの変化 

要介護者・中重度者・看取りニーズの増加 
 要介護認定率は80～84歳で急激に上昇。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  85歳を越えたあたりから、中重度者の割合が増加
。中重度者の増加は、看取りニーズの増加にもつながる。 

 

 

 

 

 

 
 

 死亡者数のピークは、2040年頃であり、2040年に向けた

課題は、「いかにして団塊の世代を看取るか」に集約。 
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資料）認定者数：介護給付費実態調査（H26.12）、年齢区分別人口：住民基本台帳年齢階級別人口（H27.1.1） 
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2040年に向けた「前向きな視点」 

発想を転換する絶好の機会ととらえる 

 「いかにして需要増加のスピードを減速させられるか」、「現
在の人材でどこまで生産性を高め、効率的に効果の高いケ

アシステムを作れるか」という視点で、従来の手法や体
制の見直しが不可欠。「量的な対応」以上に「質的な変
化」が求められる。 

人材に対する考え方の変化 

 専門職不足には、医療介護人材の機能整理を進めるべき。 
 「技術の向上」「生産性の向上」の観点から、より良い職場

環境の形成、チームケアに必要な高い専門性をもつ職員の
役割、機能の明確化により、専門職が能力向上を続け、仕
事を続ける動機づけになる取組を進めるべき。 

 地域活動への積極的支援やセルフマネジメントの推進、セ
ルフマネジメントに必要な知識・情報の提供を担う専門職の
関与が求められる。専門職によるサービス提供は、「一対一

」が基本だったが、「一対多」も目指すべき。 

 介護サービス現場で「支え手側」「受け手側」と認識さ
れていた関係性の変化や、地域での生活をサービスだ
けで支える発想自体からの脱却も求められる。 

2040年に向けて求められる４つの取組 
 以上のような前向きな視点と取組を前提に、2040年に向け

て、以下４つの取組が求められる。 
  ① 「尊厳」と「自立支援」を守る「予防」 （P3参照） 
  ② 中重度者を地域で支える仕組みの構築 （P4参照） 
  ③ サービス事業者の生産性向上 （P5参照） 
  ④ 市町村・保険者による地域マネジメント （P6、7参照） 

 

2040年に向けた地域包括ケアシステム 



2040年に向けて予防はさらに重要なテーマに 

  介護予防は、「高齢者が要介護状態になることをできる限り

防ぐ（遅らせる）こと、要介護状態でも悪化をできる限り防ぐこと」

と定義され、一次予防～三次予防に分けて整理されてきた
。 

 要支援・要介護状態にある高齢者の重度化を遅らせる三次予
防には、多職種連携をベースとしたチームケアが不可欠。 
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社会参加する 重度化を遅らせる

地域で「つながる」
地域のつなが
りがなくなって
いる住民

一次予防

もうひとつの予防

地域共生社会の実現・地域包括ケアシステムの構築

地域のつなが
りの中にいる
住民

重度元気 虚弱

虚弱を遅らせる
二次予防 三次予防

ゼロ次予防：地域環境・社会環境の整備・改善

ゼロ次予防：地域環境・社会環境の整備・改善
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「予防」の強化と「もうひとつの予防」 

「尊厳」と「自立支援」 

 「高齢者介護・自立支援システ
ム研究会（1994年）」や「高齢
者介護研究会（2003年） 」で
は、高齢者の「尊厳の保持」と
「自立支援」の具体的な手法と
して「予防」や「リハビリテーシ
ョン」を指摘。 

 「尊厳」と「自立支援」は、地域
共生社会実現が社会の目的
として明示される中、障害者
や子育てしながら地域で働く
人にも共通する価値観。 

 2040年に向けた地域包括ケ

アシステムの最終目的は、本
人の意思に基づく生活への支
援。 
 

「尊厳」と「自立支援」を守る「予防」 

もうひとつの予防：「地域でつながる」 

  「もうひとつの予防」として、地域で「つながる」状態に向け

た支援も重要なテーマ。一人ひとりが「地域でつながる」姿は、「
虚弱化」と「重度化」を遅らせる取組の前提であり、介護予防推
進に不可欠。 

「地域環境」 「社会環境」 の整備・改善 〈ゼロ次予防〉 

 地域環境や社会環境の整備・改善により、本人が動機づけら
れる場合もある。一次～三次予防や「もうひとつの予防」の前提

となるような社会や地域の環境改善を、「ゼロ次予防」として
位置付け、取組を推進すべき。 



多様な住まいの選択肢 在宅医療・介護連携から多職種連携へ 

多様化する住まい 

 とりわけ、医療が必要な段階は、必要なサービスが組み合わ
された、自宅以外の住まいの選択肢が示されることが望ましい。 

コンパクトシティと地域包括ケアシステム 

  コンパクトシティ施策に取り組む市町村は、都市の将来像

や高齢者の居住地、交通網の状況を考慮するなど、地域包
括ケアシステム構築との一体的な検討が重要。 

市町村の「住まい」に関する取組のアプローチ 

 ハ－ド面が専門の住宅担当者からみた地域包括ケアシステム
は、用語・考え方が異なり、ソフト面を含む主体的関わりは困難。 

 住まいや住まい方は外部からの介入が難しく、介護・福祉側
からのアプローチが不可欠。 

 「在宅医療」や「在宅介護」、「在宅医療・介護連携」は、医療と

介護がバラバラの前提だが、2040年までに、多職種連携
によるチームケアを一般的な理解として普及させるべき。 

連携・統合のレベル 

 連携・統合のレベルは、「連携」「協調」「統合」の３段階想
定されるが、多くの「在宅医療・介護連携」は「連携」であり、
2040年までに「協調」または「統合」への移行を目指すべき。 

多職種連携の求められる3つの場面 

 多職種連携の求められる場面は、以下３つに整理できるが、
2040年に向けては対象者数と期間の視点から②が課題の中心。 

  ①退院し在宅に戻る際と(急変時以外での)入院の際 
  ②在宅での日常的な生活（急変時対応を含む） 
  ③人生の最終段階（看取り） 

多職種連携教育（IPE）の必要性 

 在宅医療・介護連携の推進には、職員の能力開発や意欲の

醸成も重要。能力開発は、研修会だけでなく、多職種連携
教育（IPE）により行われるべき。 

 実効性ある企画は医療や介護の専門的観点が不可欠なため
、地域の専門職（団体）の主体的関わりが必要。 

キャリアの複線化 

 人的資源を最大限活用する観点から、専門職のキャリアの
複線化を具体化すべき。他の専門職の考え方や業務内容
の理解の意味でも重要であり、多職種連携を進める上で不可欠。 
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行政における在宅医療・介護連携推進事業のあり方 

在宅医療政策における責任の所在の明確化 

 市町村が地域の医療政策を主導するにあたり、在宅医療・介
護連携の担当部局の早急な設置が必要。 

市町村による在宅医療の整備方針の検討 

 在宅医療及び介護の整備に係る計画等は、将来的に不可欠
であり、介護保険事業計画に包摂されるのが適当。 

市町村に対する技術的支援 

 厚生労働省がデータ分析ツール開発を推進するも、未だ活用
段階でなく、ツールを扱える人材育成のOFF-JTを強化すべき
。 

中重度者を地域で支える仕組み 



一体的な提供体制 サービス事業者の法人としての選択肢 

バラバラに提供されてきた在宅サービス 

 ゴールドプラン（高齢者保健福祉推進十ヵ年戦略）による「在
宅三本柱」の整備推進の提案もあり、これまで、ホームヘ
ルプサービス、デイサービス、ショートステイを軸に参入が

続いたが、バラバラに提供されてきた。 
 今後、一体的なサービス提供体制の構築は、地域で生活を

希望する住民の大きな安心感につながるため、強く求められ
る 。 

各サービスの強みを活かした一体的提供の実現が必要 

 多様な在宅サービスの供給量が増加した今日こそ、強みを最
大限に活かしつつ、サービス間連携を強化し、利用者からみ
て一体的なサービス提供が可能となる方策を模索すべき。 

 いうまでもなく、小規模多機能型居宅介護や看護小規
模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問
介護看護は、一体的な提供体制を支える中核的サービス形
態。 

 今後のサービス提供事業者の選択肢は、４つ。 
  ①「現状維持」 
  ②「法人規模の拡大」 
  ③「他事業者・法人との連携」 
  ④「経営統合」 

 法人規模の大小に関わらず、②～④いずれかの選択が地域 
ニーズに応える上でも、法人経営持続性の観点からも不可欠。 

介護・福祉版の地域連携推進法人の設立 

 医療法改正（2017年4月）により「地域医療連携推進法人」
が創設可能となったが、医療法人中心の印象。「地域包括ケ
ア推進法人」のように、多様な法人が連携する形を実現すべき。 

地域単位で人員配置を考える段階に向かう 

 人員配置基準は、サービス単体を想定して設定されており、 
統合的に提供したり、複数サービスが連携して提供する場合や
、チームとして複数事業者が連携して提供する場合などは、 
異なる視点での検討が必要。 
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事業者の創意工夫を活かした地域包括ケアシステムの必要性 

 活発な創意工夫やイノベーションの提案が期待される事業者
の取組への保険者の対応は、地域包括ケアシステムの方向
性を決める上で重要。 

 介護保険制度初期、国は様々な基準を示し、全国どこでも同
様のサービスを利用できる体制構築を進めてきたが、制度・
市場の成熟と、地域の実情に応じた地域包括ケアシステム構
築の必要性から、事業者や保険者の裁量が年々拡大。 

 保険者の柔軟性を欠く判断は、事業者の成長の阻害につな
がる。地域包括ケアシステム構築を進める上で、硬直的な判
断は回避すべき。 

 適切な判断を保険者職員が行うには、法令理解や解釈だけ
でなく、各地域の実情や課題と、向かうべき方向性やサービ
スが目指す機能の適切な理解が最低限必要。 

2040年に向けた事業者の姿 



2040年に向けた地域マネジメントの姿 

目的・定義・対象 

 地域マネジメントとは、保険者・市町村が、地域包括ケアシス

テム構築を目的とした工程管理に用いる手法。 
 「地域の実態把握・課題分析を通じ、共通目標を設定し、関係

者間で共有するとともに、その達成に向けた具体的計画を作
成・実行し、評価と計画の見直しの繰り返し実施により、目標
達成に向けた活動を継続的に改善する取組」と定義。 

 対象は、「葉っぱ間の連携の仕組みづくり」＝多職種連携／
在宅医療・介護連携、「土」＝生活支援・介護予防、「植木鉢」
＝住まいと住まい方、「皿」＝本人の選択と本人・家族の心構え
。 
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サービス事業者協議会

地域ケア会議

食生活改善推進協議会

各種計画の策定委員会等

・・・・
・・・・

地域振興協議会

実施主体とプロセス 

 主体は、介護保険行政に係る部分は保険者であり、それ以外
の事項は市町村であるが、最終的責任者は市町村長や住民。 

 プロセスは、ＰＤＣＡサイクルであり、計画（目標の設定）、実施
、評価、改善の流れの繰り返しにより、進捗を把握し、よりよい
仕組みへと組み上げる。 

地域マネジメントにおける「場」の重要性 

市町村・保険者、地域の関係者から見た 「場」 

 円滑に地域マネジメントを進めるには、関係者間の目的意識

の共有が必要。市町村・保険者は、「目標達成に向かうた
めの場」を、「参加者の考えやアイデアの表明」や「参加者全体と
しての意思決定」を目指す「場」として活用・運営すべき。 

 地域の関係者は、こうした 「場」 に積極的に参加すべき。 
＜従来の「行政」と「地域・住民」の関係＞ ＜2040年に向けた「行政」と「地域・住民」の関係＞ 

行政の関わりの強弱 

 住民主体の取組では、行政が強く介入し管理するようなマネ

ジメントは、適切ではなく、つかず離れずのスタンスで住民

の議論と工夫を側面的に見守り、支援が必要な時は全力
で応援するような姿勢が求められる。 

地域マネジメント 
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それぞれの分野における「場」 地域マネジメントを円滑に推進するために 

「計画策定」 の場 

 介護保険事業計画は地域マネジメントのロードマップであり、地
域で積み上げたＰＤＣＡの集大成として向こう３年の道筋と理解
すべき。 

 日常的な意見交換や事業計画策定委員会をはじめとした
計画策定過程への地域関係者の関わり度合が、地域マネジメ
ントの成否に直結するため、どのように共に歩むかを考える視
点と具体的仕組みが重要。 

「サービス提供体制構築」 の場 

 保険者と地域密着型サービス事業者は、地域包括ケアシステ
ム構築の協働パートナー。 

 サービス事業者協議会などは、専門職によるサービス提供
体制構築の際の「目標達成に向かうための場」として期待される。 

 「保険者の方針」と「現場」をつなぐ仕掛け作りが地域マネジメン
トを円滑に進めるカギ。 

ケアの考え方を積み上げる場 

 ケアの改善のために、個別事例検討を積み上げる「地域ケア
個別会議」は、ケアマネジメントに係る視点共有の場として重要。 

 中長期的視点から、自立支援や在宅生活継続に必要なサービ
ス資源や連携のあり方を議論し「現在ないが今後必要なもの」
の特定の場として期待される。 

「地域づくり」 の場 

 地域マネジメントへの住民参加による地域づくりの推進は、当
事者として地域の「ありたい姿」を実現する仕組みを考える点で
大きな意義がある。 

  協議体は、地域の実情に応じて組織のあり方や議論の進め
方、構成員を自由に設計でき、住民と一緒に実践する絶好の場。 

人口減少社会における地域マネジメントの基本的視座 
 2040年に向け、人口減少や財政制約から、地域の実情に応

じてカスタムメイドで作り上げる他にない。 

効果的な地域マネジメントを実現するために 

 地域マネジメントを実効性あるものとする上で重要なノウハウ
の蓄積や継承する仕組みの検討が求められる。  

部局横断的組織はコーディネーター役 

 部局横断的組織は、コーディネーターや司令塔役であり、す
べての関連部局を横串で刺す組織となるよう配慮が必要。 

市町村支援のあり方 

地域マネジメントの具体的プロセスの達成度に基づく支援 

 国は、地域マネジメント推進に向けた具体的かつ一般的なプロ
セスを整理して市町村に提示すべき。 

市町村の負担を軽減する情報提供のあり方 

 国が、ガイドライン等の情報整理や明瞭な編集を実施するだけ
で、市町村負担は軽減。  

アドバイザー等の派遣 

 多くの知識や経験を要する事業を効果的・効率的に展開するに
は、広域的に支援できるアドバイザー制度等の検討が必要。  

ボランティア・NPO等に対する支援 

 地域ニーズと専門技術を持つ人たちのマッチング機能は、中長
期的視点から、広域単位の整備が必要。 

広域行政による支援 

 都道府県内で統一的な取組を提供するのではなく、地域特性に
応じた市町村支援が重要。 

地域マネジメント 



（出所） 「健康格差社会」（近藤克則 医学書院 2005年） 17 

（参考）社会経済的因子が健康に影響するプロセス 
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“藤沢型”地域包括ケアの３つの基本理念 

子どもから高齢者、障がい者、
生活困窮者等、すべての市民が
対象 

１３地区ごとに、地域で培った
文化、歴史等の特性を活かしつ
つ、人口構造の変化や社会資源
の状況に応じたまちづくり 

支援を必要とする人が、身近
な地域で確実に支援を受ける
ことができる、相談支援体制
の確立 

全世代対応・全対象型
の地域包括ケア 

日常生活圏域ごとの地
域特性・課題やニーズ
に応じた取組み 

地域を基盤とした相談
支援体制の整備。社会
的孤立や制度のはざ間
の問題にも対応 

（例）神奈川県藤沢市 
（出所）福祉部長 片山睦彦氏講演資料 
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常
生
活
支
援
総
合
事
業
の
制
度
設
計
） 

④ 

高
齢
者
施
策
・
介
護
保
険
制
度
に
関
す
る
専
門
部
会 

③ 

子
ど
も
・
子
育
て
・
若
者
に
関
す
る
専
門
部
会 

② 

「
地
域
の
縁
側
」
に
関
す
る
専
門
部
会 

    

① 

地
域
づ
く
り
に
関
す
る
専
門
部
会 

⒜ 

地
域
の
相
談
支
援
体
制
に
係
る
検
討 

⒝ 

地
域
の
担
い
手
づ
く
り
、 

 
 
 

サ
ー
ビ
ス
等
提
供
者
の
支
援
等
に
係
る
検
討 

⒜ 

サ
ー
ビ
ス
Ａ
・
Ｂ
、
一
般
介
護
予
防
に
係
る
検
討 

⒝ 

利
用
手
続
き
、
指
定
事
業
者
等
に
係
る
検
討 

藤沢型地域包括ケアシステムの 
構築に向けた庁内検討委員会 

2025年問題対策委員会 

（事業等の実施に関する体制整備，検討等） 

連 携 

◆ 介護保険法改正に関する検討 ◆ 

藤
沢
型
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
推
進
会
議 

〔外部〕 

連携 
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横断的な取組を進める庁内連携体制 
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  全体会 ① 地域づくり ② 地域の縁側  ③ 子ども・ 
   子育て・若者 

 ④ 高齢者施策・ 
   介護保険制度 

⑤ 在宅医療・ 
 介護連携 ⑥ 認知症施策 ⑦ 住まい方 

 総務部 行政総務課 行政総務課           行政総務課  

 企画政策部 企画政策課 企画政策課 企画政策課     企画政策課 企画政策課 企画政策課 

 市民自治部 市民自治推進課 市民自治推進課 市民自治推進課         市民自治推進課 

                防犯交通安全課 

    （市民センター）  （市民センター）  （市民センター）  （市民センター）       

 生涯学習部 生涯学習総務課 生涯学習総務課 生涯学習総務課           

    （公民館）             

 福祉部 福祉総務課 福祉総務課 福祉総務課 福祉総務課 福祉総務課 福祉総務課 福祉総務課 福祉総務課 

  介護保険課 介護保険課 介護保険課   介護保険課 介護保険課 介護保険課 介護保険課 

  高齢者支援課 高齢者支援課 高齢者支援課   高齢者支援課 高齢者支援課 高齢者支援課 高齢者支援課 

  障がい福祉課 障がい福祉課 障がい福祉課 障がい福祉課 障がい福祉課  障がい福祉課  （障がい福祉課） 障がい福祉課  

  生活援護課 生活援護課   生活援護課         

 保健医療部 保健医療総務課 保健医療総務課 保健医療総務課     保健医療総務課 保健医療総務課   

    健康増進課 健康増進課   健康増進課 健康増進課 健康増進課   

    地域保健課       地域保健課     

    保健予防課       保健予防課 保健予防課   

子ども青少年部 子育て企画課 子育て企画課 子育て企画課 子育て企画課       
 子育て企画課 
 

        子ども家庭課         

        保育課         

        子育て給付課         

        青少年課         

    子ども健康課   子ども健康課         

 経済部 産業労働課 産業労働課 産業労働課         産業労働課 

 計画建築部 建設総務課 建設総務課           建設総務課 

    都市計画課           都市計画課 

                住宅課 

 市民病院 病院総務課         （病院総務課）     

            （地域連携室）     

 教育部 教育総務課 教育総務課 教育総務課 教育総務課     教育総務課   

    教育指導課   教育指導課         

 オブザーバー 社会福祉協議会               

※ 必要に応じて，各専門部会において，課題に応じた課等で構成する作業部会を開催し，専門部会において報告・検討。 
※ 専門部会の構成課等は，次の表を基本とするが，検討課題等に応じて，関係課等が参加。 

藤沢型地域包括ケアシステムの構築に向けた庁内検討委員会・専門部会の主な構成課等 
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 推進ビジョンの理念と５つの視点 
一生住み続けたい最幸のまち・川崎をめざして 

【基本理念】 
 川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築による誰もが住み慣れた
地域や本人が望む場で安心して暮らし続けることができる地域の実現 

【意識の醸成と参加・活動の促進】 

１．地域における「ケア」への理解の共有とセルフケア意識の醸成 

【住まいと住まい方】 

２．安心して暮らせる「住まいと住まい方」の実現 

【多様な主体の活躍】 

３．多様な主体の活躍による、よりよいケアの実現 

【一体的なケアの提供】 

４．多職種が連携した一体的なケアの提供による、自立した生活と尊
厳の保持の実現 

【地域マネジメント】 
５．地域全体における目標の共有と地域包括ケアをマネジメントする
ための仕組みの構築 

基
本
的
な
５
つ
の
視
点 
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（例）神奈川県川崎市 （出所）地域包括ケア推進室長（当時） 
福芝康祐氏 講演資料 



【区役所の再編】≪地域支援機能≫ ≪専門的支援機能≫ ≪総合調整機能≫  地域みまもり支援センターのイメージ 

各区保健福祉センター 

地域みまもり支援センター 

地域ケア推進担当課 
（総合調整機能） 

地域支援担当課 
（地域支援機能） 

教育部門・保育部門との連携 

児童家庭課、高齢・障害課、保護課、衛生課 
（専門的支援機能） 

《地域支援担当課のイメージ》 

地域力の向上 

地域包括ケアシステム
を推進する組織づくり 

個別支援の強化 
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保健師等の専門職が 
アウトリーチ 

 総合調整機能、専門的支援機能、地域支援機能からなる３つの機能の連携により、「個別支援の強化」と「地域力の向上」を図り、 地域包括 

 ケアシステムを推進する組織体制となるよう、平成２８年４月、各区保健福祉センター内に、地域みまもり支援センターを設置 
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第3次地域福祉計画の整理（計画の位置づけ） 
＜第3次伊賀市地域福祉計画から抜粋＞ 

2025年問題を、みんなで考
える計画でもあります。 
 
 地域包括ケアシステムの構築は、団塊の
世代の皆さんが75歳以上となり、医療や
介護の需要がますます増加する、いわゆる
「2025年問題」を見据えた対応として全
国的にすすめられています。 
 地域包括ケアシステムについて考えるこの
計画は、みんなで伊賀市の2025年問題
を考える計画ともいえます。 

（例）三重県伊賀市 （出所）健康福祉部 医療福祉政策課 奥沢浩和氏 
講演資料 
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＜第3次伊賀市地域福祉計画から抜粋＞ 
第3次地域福祉計画の整理（フレームワーク） 
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＜第3次伊賀市地域福祉計画から抜粋＞ 
第3次地域福祉計画の整理（推進体制） 

地域支援、個別
支援の両面から
地域課題の整理
を行っています。 
 
 
●行政の役割 
 ･･･地域ケア会議など個別 
  支援を通じた地域課題の 
  把握、整理 
 
●社会福祉協議会の役割 
 ･･･地域支援を通じた地域 
  課題の把握、整理 
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＜第3次伊賀市地域福祉計画から抜粋＞ 
第3次地域福祉計画の整理（評価） 

行政評価と連動し、KPI達成に向けた取り組みをすすめています。 
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（例）東京都荒川区 区民総幸福度（GAH） 
 西川太一郎氏の荒川区長就任（2004年）：「区政は区民を幸せにする 

システムである」というドメイン（事業領域）を設定 
 ブータンに学びつつ区政の尺度としてGAHを導入（2005年） 

 区民の幸福度を指標として表し、その動向を分析して政策・施策に反映させる 
ことにより、区民1人一人が幸福を実感できるような地域社会を築くこと 

 区民とともに幸福について考え、持てるものを分かち合うことが自らの幸福にも 
つながることを共通認識として、支えあうあたたかい地域社会を築くこと 



29 

（参考）Age Friendly Cities（WHO） 
 2011年にグローバル・ネットワークを立ち上げ 

 参加都市に技術的支援と能力開発を提供 
 参加都市の間の連携およびWHOとの連携を強化 
 参加都市の間で情報や成功事例の交換を促進 
 高齢者の生活を向上させるための介入策が、適切で持続可能かつ費用対効果の高いものであることを確実にする 

 ネットワークに加入すると 
 
＜計画立案＞ 
 一連の活動において、高齢者の参加を保障する仕組みの確立 
 当該地域において、「高齢者にやさしい都市」としてのベースライン評価 

 （8の重要領域） 
  野外スペースと建物環境、交通機関、住宅、社会参加、尊敬と社会包摂、     
  市民参加と雇用、コミュニケーションと情報、地域社会の支援と保健サービス 

 ベースライン評価の結果に基づいて、少なくとも3年間の活動および計画の立案 
 計画実施の経過および成果を測定するための指標の同定、評価計画の立案 
 
＜実行評価＞ 
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（参考）イングランドにおけるDFC認証に向けた自主基準 
 保健省予算に基づきアルツハイマ

ー協会がスポンサーとなり、関係団
体の協働によりBritish Standards 
Institutionのライセンスを得て発行 
 Building blocks 
 People, place, process 
 行動領域 

芸術・文化・娯楽・レクリエーション 
ビジネス・店舗 
子・若者・学生 
地域・ボランティア・宗教団体 
消防・警察 
医療・介護 
住宅 
交通 

 DFCの認証 
 評価  

 



28年度テーマ 

（例）千葉県松戸市  



 まちっこプロジェクト調査 出所：慶應大学/あおぞら診療所・山岸暁美氏作成資料 



 「おくのほそ道」を読む 
 
 導入として 

 「死」という言葉から思い浮かぶこと 
 「自分の死」をどう思うか 
 火葬場に行って授業をすることをどう思うか 

 
 映画「おくりびと」をみる 
 火葬場/葬祭場での授業 
 ゲストティーチャーの話を聞く 

 
 グループで議論を通して学びあう： 

「旅の途中で死にたい」という 
芭蕉の生き方をどう思うか 
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（参考）死と向き合い、生きることを問い直す出会いを 
授業として仕組む  大牟田市立宅峰中学校 江崎文寿先生 

 



地域包括ケアシステムモデル： 
Community-Campus Partnership for Health Care 
「南砺市モデル：地域・大学パートナーシップモデル｣ 

実践の姿：７年間の状況 
「みんながイキイキ」 
7年間：人材育成の継続 
5か年計画で200名以上のマイスターを養成した。 
介護保険全国サミットを成功させた。 
7年間のまとめ： 
①地域医療再生マイスター養成講座（第1-7期）：310名のマイスターが誕生 
②南砺の地域医療を守り育てる会：第1回-第21回：年3回のペースで開催 
③各グループの取り組み：毎回発表し、継続的な取り組みとなっている 
④行政-住民-医療者の連携が目に見える形になりつつある。 
継続のステップ： 
ステップ１：自己の意識・思考改革：“自分ごと” 4画面思考法 
ステップ２：グループ活動：講座でのグループ内意見交換、各グループ活動 
ステップ３：発表する場：守り育てる会、グループ間交流 
ステップ４：行政-住民-医療者の連携：行政の力、南砺市全体への広がり 
ステップ５：取り組みの評価：成果がでているか、評価基準 

キーワード： 
人が育つことは楽しい 
『教育空間』創成 
南砺市 

①地域医療再生マイスター養成講座 
（第1-7期）：310名のマイスターが誕生 

②南砺の地域医療を守り育てる会 
第1回-第20回：年3回のペースで開催 
 

③各グループの取り組み 
1)地域で医師養成： 
  家庭医養成プログラム 
  （富山大学総合診療部-南砺市民病院連携） 
2)地域で訪問看護・リハ養成： 
  ナースプラクティショナー的ナース養成講座 
3)なんと住民マイスターの会（住民グループ） 
  思い出ガイド養成講座 
4)五箇山グループの取り組み（住民グループ） 
  栃餅作り講座 
5)認知症ケアの取り組み（地域包括支援センター） 
6)包括医療・ケアWGの取り組み（行政） 
7)その他 

地域包括ケアシステムの構築へ 
④行政-住民-医療者の連携 
地域包括医療・ケア局の設置 

田中南砺市長 

8年前の医療崩壊からスタート： 
①医師不足、診療科の偏在、②病院の診療所化、②高齢化率、③医療人と住民の意識の乖離 
→南砺市は、十分な医師確保が期待できないこの10年間、今後の医療崩壊を阻止するために 
医療人と住民が連携し、ともに地域医療を守る努力が必要である。しかし、約2年間の在宅医療
推進セミナーの講演活動のみでは行動は起こらなかった。 d ①危機感を高める 

⑧改革を体質化する 

d 

d 

d 
d ③ビジョンとイニシアティブ ②コア・グループを作る 

④志願者を増やす 

d 
d 

⑥早めに成果を上げて祝う 

⑤障害を取り除く 

⑦加速を維持する 

コッターの変革理論を 
あてはめてみる。 

出所：富山大学 山城清二氏作成資料 

（例）富山県南砺市など 
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シェアリングエコノミー 
場所・乗り物・モノ・人・スキル・お金をインターネット上のプラットフォームを介して 
個人間でシェア（貸借や売買や提供）をしていく新しい経済の動き 

シェアリングエコノミーは 
おもに5つに分類されます。 

※協会会員以外のサービスも含まれます。 

シェア×空間 
ホームシェア・農地・駐車場・会議室 

シェア×モノ 
フリマ・レンタルサービス 

シェア×移動 
カーシェア・ライドシェア・コストシェア 

シェア×スキル 
家事代行・介護・育児・知識・料理・知識 

シェア×お金 
クラウドファンディング 

出所：一般社団法人シェアリングエコノミー協会  
    事務局長 佐別当隆志氏作成資料 



シェアリングエコノミーと地域共生 

地域のママの 
子どもの預かりあい 

不動産特化型 
クラウドファウンディング 

地域の困りごと助け合い 
マッチング 

出所：一般社団法人シェアリングエコノミー協会  
    事務局長 佐別当隆志氏作成資料を一部編集 



自治体の課題と対応するシェアリングサービス 

行政サービス 
ジャンル 解決したい課題 シェアリングサービス例 

1.雇用創出 若者、女性に向けた地域での新しい仕事づくり ・クラウドワークス（クラウドソーシング） 
・ランサーズ（クラウドソーシング） 
・ココナラ（知識・スキル・経験を500円で売買） 

2.男女共同参画 女性が働きやすい環境づくり ・エニタイムズ（日常のスキルシェア） 
・タスカジ（家事代行/家政婦マッチング） 

3.社会福祉 子育てしやすい環境づくり ・アズママ（送迎・託児の安心頼り合い） 
・キッズライン（ベビーシッターマッチング） 

4.公共交通 ①過疎地域での代替公共交通手段の創出 
②観光客向けの新たな移動手段の創出 

・Uber（配車アプリ）・COGICOGI（シェアサイクル） 
・notteco（長距離ライドシェア） 
・シェアのり（個人間カーシェアリング） 

5.観光振興 宿泊施設需要の取り込みによる観光業の活性化 ・airbnb（民泊） 
・スペースマーケット（民泊） 
・homeaway（民泊） 

観光ガイド、観光体験プログラムによる観光業の活性化 ・tabica（着地型日帰り観光体験） 
・Huber（訪日外国人旅行者向け ガイドマッチング） 
・tadaku（外国人が教える家庭料理教室） 

6.公的不動産活用 自治体が保有する低未利用施設の利活用による稼ぐ公共施設への転換 ・スペースマーケット（有休スペースのシェア） 
・軒先（有休スペースや駐車場の一時シェア） 
・トメレタ（シェア駐車場） 

7.民間資産活用 空き家、空き店舗、空きビル等の利活用による民間不動産の活性化 

8.教育 生涯教育 ・ストリートアカデミー（学びのマーケットプレイス） 

9.農林水産 農林水産資源を活かしたグリーンツーリズムの開発 ・tabica（着地型日帰り観光体験） 

10.災害対策 災害時の緊急支援サポートの開発 ・シェア系各社 

シェアリングシティとは、具体的なシェアリングエコノミーサービスを活用し、地域課題解決に取り組む地域のことを呼称し
ます。 皆が活用していなかった資源を有効に活用し、負担となる公共サービスの一部を民間経済によって補うことによって
、財政的負担を軽減していきます。 

出所：一般社団法人シェアリングエコノミー協会  
    事務局長 佐別当隆志氏作成資料 



  保健福祉分野において、ソーシャル・インパクト・ボンドなど社会的インパクト投資の枠組みを活用して社会的事業を試行的に 
 実施し、社会的価値を測定する指標の設定、事業成果に基づく報酬の設定と行政や民間資金等の提供者との契約締結などの環境 
 整備、行政による財政支援の成果指向型への改革等について、その課題や有効性の検証を行う。 

○各事業において、事業実施のプロセス（②～⑤）を３か年で２サイクル実施する。 
 ①コンソーシアム構築 ②指標・支払テーブル設定 ③事業実施 ④評価と成果による支払 ⑤指標等の検証 

○具体的には、各地域での既存の取組状況を踏まえ、以下の２パターンを想定。 
 (ｱ)過去のパイロット事業等により実施環境が整っている地域は、平成29年度から本格実施。 
 (ｲ)新たな地域は、平成29年度にコンソーシアム構築等の環境整備を行い、平成30年度から本格実施。 
 ※ 各種調整を行う民間事業者を公募する方向で検討中。今回のモデル事業では、成果が出た場合の報酬等を支払うための拠出 
   を地方公共団体から求めず、地方公共団体は、事業実施主体への情報提供等の役割を担うコンソーシアムの構成員として参 
   加することを予定。 

 ①健康づくり ②生活困窮者施策 ③児童福祉施策 ④地域コミュニティづくり（地域共生社会）  

【平成29年度予算：73百万円】 
概要 

将来的に目指すもの 

事業分野 

 事業枠組み・スケジュール 

※実施か所数、予算規模等は調整中 

民間事業者と協働で行う地域福祉・健康づくり事業について 
（ソーシャル・インパクト・ボンドの実践事業） 

事業により生まれる社会的価値を評価する指標を整備し、社会的価値を透明化することを通じて、以下について実現を目指す。 
 ① 行政の財政支援を成果に基づく仕組みへと転換すること 
 ② 社会的課題の解決に資する事業への民間の融資や寄付等を促すこと 
 ③ 事業主体が指標に基づいて事業を改善することで、事業の効果を更に向上すること 
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民間を活用した社会的課題の新たな解決スキーム 
としてのソーシャルインパクトボンド（ＳＩＢ） 

 福祉や医療の活動による成果や効果を定量的に「見える化」する。 
 社会的課題の解決に取り組む民間事業者を成果で評価することで、民間事業者の創意工夫を促すとともに、 
   この分野への民間資金導入を促進。 
  

39 



 

 

○ 茗荷村＝(社福) 美輪湖の家、(有) 美輪湖  仲本・高城・鶴田・正木 

「賢愚和楽」「自然随順」「物心自立」「後継養成」を村是にして、障がいをもつ人と障がい

をもたない人が共に暮らす中で、自立循環型・少量生産少量消費社会づくりを目指す。特

産品や無添加無農薬の食品開発などの地域農業支援、また、東日本大震災の被災地支

援事業やフェアトレードによる低開発国支援、サハリン残留韓国人支援など、国際的な課

題も視野に入れ、幅広い社会的な課題にも取り組む。 

○あいとうふくしモール 太田・川副・野村・小梶・楠神・丸山・島村 

医療福祉を考える懇話会から生まれ、地域で高齢者を支えるＮＰＯ結の家が呼び掛け、

福祉・医療等の関係者が中心に、認知症になっても、脳卒中になっても、介護保険の対

象にならなくても、障がいがあっても、安心して暮らせるエリア、拠点づくりに取り組む。東

近江ハンドシェーク協議会から生まれた（株）あいとうふるさと工房が経営する「農家レスト

ラン」や、障がい者による給食配食サービス、未就労者の中間就労、困りごと解決の「ほ

んなら堂」事業も実施する。 

○kikito 湖東地域材循環システム協議会＆一般社団

大林・田中・澤田・平居・伴・「山口」 

「びわ湖の森」を元気にするために、地域材の安定供給

や木・紙製品の開発などに取り組む。また、人材育成や

環境評価など、森林所有者や業者、市民団体、行政等

が構成員となって、それぞれの得意分野を活かしつつ、

異業種間連携を図りながら、「持続可能な森づくり」に向

けた事業を展開している。 

○ライオンズ旅行企画 小倉： 鈴鹿からびわ湖まで地域の資源を生かした着地型旅行の企画提案をしている 

○ヨークハウス 小中： 中心市街地の新たな価値を創造する。東近江市発世界行きのソーイングファクトリー 

○一般社団東近江市観光協会 北川・百々・山口・清水：地域資源を活かした着地型観光を進め、地域の魅力・誇りを再発見 

○地域協力隊 前川、山形、藤井、増田、比嘉、竹内、北浦、葛原：奥永源寺など東近江市内で活躍が期待される若者集団 

○クミノ工房 井上：地元産杉で子供の玩具を開発し、地域の資源を生かした生業の可能性を示す事例 

○ラジオスイート 浅居：地域に根ざしたコミュニティ FM として、地域のさまざまな情報をきめ細やかに発信する。 

○かじやの里新兵衛さん 南部：住んでみたい「かじやの里」実現のため、認知症 SOS 訓練や健康長寿促進を進める。 

○晴れやかファーム 毛利、森、荷宮：新規就農者の受け入れ、京都出店、野菜ソムリエ、障害福祉と連携した加工業務。 

○薪遊庭 村山：地域のバイオマス資源を活用し、たまたまハンディーはあるが、可能性がある若者の、働く場を創り出す。 

○鍛鉄工房 安川、マックスウッド 回渕：地域のバイオマス資源を、環境・福祉と連携し、活用する道を探る 

○東近江市住まいるバンク 吉原：様々な団体と連携し地域の空家に息吹を吹きこむ。 

○東近江市商工会 吉村、大和田：過疎地の買い物支援。女性の創業支援 

○ヒトミワイナリー 岸本：ワインやパンの製造をしながら、ＮＰＯ法人スローライフの会で日本酒、醤油業者などと連携。 

○池田牧場 池田：地産地消乳製品、獣害駆除鹿肉などを活用した農家レストラン、ジェラートアイスクリームを展開。 

○よこせ梨園 横畝：地域の農産物生産者、ヒトミワイナリーなどと連携、「近江マルシェ」でスーパーとも連携。 

○たてべ大凧果樹生産組合他 込山：合鴨農法で畑酒造の酒米づくり、そのつながりで、合鴨が仏、伊料理に応用。 

○チーム川原 福井： 渡来人の色濃く残る市子川原の自治会有志による、地産・地商・地消そして地笑を目指す。    

 

 

○星つむぎプロジェクト   増田・西村・百々 

「住民と旅人の縁（えん）をつなぐ、地域にお金（円（えん））

が落ちるしくみをつくる、旅を演（えん）出する、ええんちゃう

ん精神で実践する」をキーワードに、ほんまもんさんたちと

の出会いの中で、真の学習体験ができツアーのプログラム

開発を進めている。 

○冒険遊び場  廣田・藤澤・中祖・「村山」 

「子どもたちの自由な遊び場」「子どもたちの冒険心や

好奇心がいっぱいあふれた遊び場」この遊び場づくりを

通して、乳幼児期から思春期までの子どもの育ちを、家

庭と学校・園だけでなく、地域とともに支援する。 ○認知症地域ケア 

小串・堤・南部・楠神・五個荘・建部・能登川・愛東地区 

認知症の人と家族を地域で支えるため、博物館や図書館人

材とリンクし、回想法や認知症行方不明ＳＯＳネット訓練、

啓発サポーターづくりを実施する。 

○図書館ネット「松野」・「前崎」・「鈴村」・「山梶」・「江竜」・「西澤」・「橋本」・「嶋

村」・「狩野」 

図書の貸し出しにとどまらず、環境・福祉・健康･医療・農業・文化・まちづくりな

ど多様な分野それぞれがクロスする仕掛けや地域連携を、図書館ネットで支援

し、その中から、疾患別の患者闘病日記コーナーで医療福祉の動きを支援、グ

リーンメンテナンスで障がい者雇用を支援、図書のリサイクルシステムで環境

支援を行う。地域情報誌「そこら」を発行。 

○三方よし研究会 小串・花戸・小梶・楠神・堤・大石・石黒 

医療関係者だけでなく、介護系や市民も参加し､顔の見える中で地域連携クリティカルパ

スの仕組みづくりを推進し、それが医療福祉を考える懇話会につながる。 

○地域から医療福祉を考える東近江懇話会  小梶・小串・太田・大石 

市民が医療・看護・介護・宗教・図書館・救急などの専門家と連携して、医療福祉在宅看

取り体制を推進する活動を展開し、図書館の患者闘病日記コーナー、そして若い母親が

“はちどりの会”を作り、「病院に行くその前に」を作成し、コンビニ受診の改善を目指す。 

○エコラボハート事業 城 、働き・暮らし応援センター“Tekito-” 野々村・浅井 

環境配慮製品を障がい者が配送することで雇用の創出を生み出し、併せて、障がい教

育、環境教育につながり、環境と障がいのコラボと CSR をすすめる。また、葬儀屋、古本

屋、介護屋、葉刈屋、めし屋、洗い屋、精米屋、パン屋、うどん屋、酪農屋、郵便屋など、

これからの社会的ハンディある人の新たな働き場の開発と、併せてそれによる地域の困

りごと解決を目指して、異業種連携の中から進める。福祉モールネットにもつながる。 

○縁側カフェ、コガモカフェ、がもう拠り所、蒲生まち協 

森田･大塚･村田・東田・綾・森田 

退職サラリーマンの地域デビューの仕組みづくり、「縁

側カフェ」、婚活事業、造園講座、ガリ版マルシェ、地産

農作物の直売所と食堂「コガモカフェ」、外出支援を手

始めにくらしの困りごとを持続可能な仕組みに挑戦。 

○遊林会 井田・泉・「丸橋」 

おいしい家庭料理をいただきながら､木を切って里山を守

る、楽しい里山保全活動を通して、退職サラリーマンの活躍

と、次代を担う子どもの自然環境体験教育を進める、行政と

の連携を進めるユニークな NPO。 

○東近江市ＳＵＮ讃プロジェクト 吉田 

商工会議所が主体となり、エネルギーの地産地消による地

域経済の活性化を目指す。地域商品券を活用して、他分野

との連携を目指す。 

○妖精の扉プロジェクト 中祖・福山 

想像が膨らむ社会は心のゆとりにつながると、街のあちこちに秘密の扉を増や

している。妖精の住む街で育った子供が、将来大切な場所として思いを持って

この地を守り育ててほしいと願って活動中。 

○やつなぎマルシェ、Mitte  佐子、「佐子」 

地域の暮らしの中にある魅力ある商品や人をつなぐ交流イベントや、その商

品やサービスによる地域雇用の創出を目的に、販路開拓支援や地域ブラン

ド向上に関する情報提供を行う。 

○菜の花エコプロジェクト 藤井・山田・野村・増田 

油のリサイクルから発展し、市民の提案により愛東地

区で始まり、全国に広がったリーディングプログラム。エ

ネルギー、食べ物の地域循環の仕組みの見える化か

ら、次の一手として、ＦＥＣ自給圏も想定する。 

○チーム永源寺 花戸、大石、川嶋 

医療・福祉の専門職や住民の顔の見える関係の中で在宅看取りを通した地域づくり 

○愛のまちエコ倶楽部  

増田・野村・平尾・園田・村山・三田 

「地域を元気に」という合言葉のもと、農業体験や里山

保全活動を通じて都市農村交流を実施。理念の「ほん

まもん」を「田舎もん」という表現で呼びかけ、たくさんの

こだわり体験メニューで、交流の中から地元の元気・誇

りを取り戻そうと活動している。 

○マーガレットステーシ

ョン  藤関 

地産地消多品種少量生

産を担う地域高齢者の

活性化と、地域協力隊

の支援をする、地産農

産物の直売所。 

 

“つながる 
生まれる 
くらしまるごと” 

三方よし基金 深尾・「山口」・「藤井」 

志ある金で、地域課題の解決と地域資

源を活用し、未来資本を太らせる基金 

 

○しみんふくしの家八日市 小梶 

地域市民の助け合いを出発点にして、高齢者、子ども、障がい者それぞれが支

え合うしくみを、介護保険などを活用して進め、その収益をもとに地域医療の提

案、外国人支援、他の NPO 法人支援など、地域の公共を担う NPO 法人のあり

方を示し続けている。福祉モールネットにもリンクする。 

○奥永源寺モノ作りネット 北野・中村・渡辺・高橋・石橋 

奥永源寺地域の木工家やカフェ等が横につながり、地域としての魅力を発信す

る「匠の祭」や「山歩道」といった事業を展開する。 

ボランタリー 

まちづくりネット東近江 
遠藤・森下・石黒・藤・野村・西川・今

若・西澤・眞弓・野々村・増田・佐川・ 

森、高田・「山口」・「村田」・「福井」 

コミュニティビジネスと市民活動 

を支える中間支援組織 

○加楽・おうみサンバワークショップ 楠神・小梶・「村田」 

「国籍が違ってもおはようと言える関係」をめざし、多様性を

尊重した地域づくりに取り組む。古紙回収を通じ、ブラジル

人学校を支援している。また、ブラジルの伝統音楽「サン

バ」のワークショップを通じた文化交流の促進に取り組む。 

業 
なりわい 

○TEAM CHAKKA、チーム困救 

野々村・浅井・辻村・村山・西村・増田・「山口」 

業者、障がい者、地元、大学生などが連携して、採算の

合う市民協働の薪炭林再生と障がい者が働く場を通じ

て、社会の困りごとを解決するしくみづくりに取り組む。 

○東近江市民共同発電所 西村・野村・吉田 

地域に根ざした「小規模・分散型」の発電システム。自然エ

ネルギー発電設備を市民が共同所有し、また介護施設とも

連携設置したりし、収益を出資者に地域商品券で還元。 

２０１７／３／１６ 現在 名前はハブ・キーパーソン、「 」は市職員。 
 ＜掲載ルール＞ １．行政にぶら下がらない  ２．プラス思考  ３．手をつなぐ面白さを知っている 

ひがしおうみ環境円卓会議 
内藤・金・山崎・藤井・「山口」 

目指すべき社会像の住民参加型 

進捗管理 

製作：SOYORI（東近江市内のキーパーソンが集う会） 

フード、エネルギー、ケアの自給圏を目指し、多様な主体の参加と連携による持続的発展が可能な共生の仕組み 

東近江市は、里山、里地、里湖が一つの水系でつながる、人口、面積ともに、日本の 1000 分の１モデル 

ひがし おう    み       み     ち     ぶ    しん     まん    だ      ら 

○中野ビレッジ、レンガのえんとつとまれ、地球ハートビレッジ        

小梶、「浅田」、西川、モリコーニ 中野まち協やしみんふくしの家八日市

とも連携し、中世から続く御代参街道沿いで、地域の人材と資源をつな

ぎ合わせ、里山保全等、地域も持つ秘めた力の成熟したくらしを復活す

る 

○マザーウテラス、子民家エトコロ、ファブリカ村 

 北川、中島、横川 

古民家を改修し、地域交流の拠点をつくり、子育て、親育

て、女性の活躍の取り組みを、全県に向けて発進展開、ま

た古い織物工場を活用し、活気を地域につくるよろこびに

ふれる場所を発信するアーツ＆クラフトの拠点を展開。 

 

東近江 魅知普請 曼荼羅 

○びわこジャズ東近江 森、蔭山、小倉 

東近江市のいたるところで演奏してもらい、まちを盛り

上げるという音楽を愛する人たちが寄り合って作り出す

イベント。多くのボランティアによって支えられまちを代

表するイベントとなっている。 

○地域を支える生活支援  永源寺 川嶋 ・能登川 脇 ・御園 中嶋 

・愛東 丸山 ・中野 小嶋 ・蒲生 森田、池戸 

暮らしの困りごとを地域で解決する仕組みを、地域ごとに立ち上げている。ボラ

ンティア活動の要素が強い活動から、お金が回る生業活動までそれぞれの特

色を持った活動を展開している。今後は、持続可能性と社会的責任を目指す。 

○蒲生医療センター、蒲生まち協 向井・山田 

蒲生病院を、蒲生医療センターとして再出発し、この機会を生かして、より一層顔の見え

る住民の関係づくりを推し進める中で、地域在宅看取りの取り組みの向上を実践 

 

40 

製作・資料提供：魅知普請の創寄り（東近江市内のキーパーソンが集う会） 



社会的インパクト評価 
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社会的インパクトを定量的・定性的に把握し、事業や活動について 
価値判断を加えること 

ロジック・モデルの例）放課後NPOアフタースクール     （出所）水谷衣里氏作成資料 



（出所）「社会的インパクト評価ツールセット 地域・まちづくり」Version1.5 
2017年6月29日GSG国内諮問委員会 
社会的インパクト評価ワーキング・グループ 
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評価目的 評価対象事業 ステークホルダー 

資
源 

活
動 

 

結
果 

     短期         中期        最終     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

直接コントロール 
できる部分 

社会・環境の変化（社会的インパクト） 
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